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千葉労働局長による「ベストプラクティス企業」への職場訪問 

～11 月の「過重労働解消キャンペーン」の一環として～ 
 
 厚生労働省では、11 月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすための

キャンペーンやシンポジウムなどの取組を行っています。 
 この月間は「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの

重要性について国民に自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年 11 月に実施していま

す。 
 千葉労働局においては「過重労働解消キャンペーン」として著しい過重労働や悪質な

賃金不払残業などの撲滅に向けた重点的な監督指導を実施することはもとより、ベスト

プラクティス企業（長時間労働の削減に向けた積極的な取組を行っている企業）を労働

局長が訪問し、その取組み状況を確認の上、広く紹介いたします。 
 また、「過労死等防止対策推進シンポジウム」は全国 48 会場で行われますが、千葉会

場は下記のとおり開催されます。（詳細は別添のチラシを参照ください。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【照会先】 

 千葉労働局労働基準部監督課 

課 長     堀内 利男 

主任監察監督官 花坂 泰秀 

電話 043-221-2304 

Press Release 厚生労働省千葉労働局 

千 葉 労 働 局 発 表 

平成 2９年 10 月 31 日 

○ 過労死等防止対策推進シンポジウム（千葉会場） 

（日時）平成 2９年 11 月 18 日（土）14：00～16：30 

（会場）ホテルプラザ菜の花 

     千葉市中央区長洲 1－8－1  
（定員）180 名 

○ 「ベストプラクティス企業」への労働局長訪問 

セイコーインスツル株式会社 

  千葉市美浜区中瀬 1-8 
 （訪問日時）平成 29 年 11 月 13 日（月）10：00～ 
  ※ 同行取材可能ですので、照会先までお問合せ願います。 

 



※「過労死等」とは…業務における過重な負荷による脳血管疾患もしくは心臓疾患を原因とする死亡、も

しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡ま

たはこれらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害をいいます。 
 
 



過労死をゼロにし、
健康で充実して
働き続けることのできる社会へ

ホテルプラザ菜の花
（千葉県千葉市中央区長洲1-8-1）

［定員］180名

主催：厚生労働省　　後援：千葉県
協力：過労死等防止対策推進全国センター、全国過労死を考える家族の会、過労死弁護団全国連絡会議
　　  千葉産業保健総合支援センター、千葉県労働基準協会連合会、連合千葉、千葉労連、いのちと健康を守る千葉県センター、
　　  千葉労災職業病対策連絡会、千葉土建、千葉過労死弁護団、千葉労働弁護団、千葉経営者協会

会場

日時 平成29年11月18日（土）
14：00～16：30（受付13：30～）
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会場千葉

参加
無料



講師プロフィール

黒葛原 歩 氏
みはま総合法律事務所

工藤祥子さんは全国過労死を考える家族の会で公務災害を担当されている。「教職員
の働き方改革推進プロジェクト」の呼びかけ人でもある。家族の会は、労災、公務災害
問わずの支援活動を行っており、過労死等防止対策推進法の成立に尽力した団体で
ある。工藤さんは、教員であった夫を過労死で亡くし、5年以上もの長い時間をかけ公
務災害の認定を受けている。ご自身も、公務災害申請の途中、教員の仕事と子育て、
公務災害の大変さから過労で倒れ、やむなく退職されている。現在は、遺族としてこれ
以上の被災者を出してはいけないとの強い想いから、公務員全般、特に教員の働き方
についての問題に過労死防止の観点からとりくまれている。

千葉県弁護士会労働問題対策委員会　副委員長
日本弁護士連合会　労働法制委員会委員
千葉過労死弁護団団員
千葉労働弁護団団員

会場のご案内

ホテルプラザ菜の花
千葉県千葉市中央区長洲1-8-1
・千葉駅（JR総武線）⇒小湊バス（千葉県庁経由）千葉県庁前下車  徒歩で１分
・本千葉駅（JR外房線・内房線）⇒ 徒歩で３分

電話番号

企業・団体名

次の該当する□に✔をお願いいたします。 
□ 経営者　  □ 会社員　  □ 公務員　  □ 団体職員　  □ 教職員　  □ 医療関係者　  □ 弁護士　  □ 社会保険労務士
□ パート・アルバイト　  □ 主婦　  □ 学生　  □ その他 ［　　　    　　　　　　　　　　　　　      　　　　    　　］

ふ り が な

お 名 前

※申し込みいただいた個人情報は、主催者が適正に管理し、シンポジウム運営のみに使用いたします。

※ 氏名等をご記入いただき、該当する□に✔を入れてください。

過労死等防止対策推進シンポジウム ［参加申込書］

●会場の都合上、事前の申し込みをお願いします。
  （定員に満たない場合は、当日参加も可能です）
●申し込みはＷｅｂ又はＦＡＸでお願いします。
●参加証は発行いたしません。そのまま当日お越しください。

株式会社プロセスユニーク
過労死等防止対策推進シンポジウム 受付窓口 行

FAXでの申し込み：以下の参加申込書に必要事項を記載の上、FAXをお願いいたします。

参加申込について

FAX番号 03-6264-6445

工藤 祥子 氏
神奈川過労死等を考える家族の会  代表

プログラム
千葉労働局から現状の報告
講演「労働時間規制と過重労働の防止」　
 黒葛原 歩 氏（みはま総合法律事務所）
企業による事例発表
 ライオン（株）千葉工場、 アシザワ・ファインテック（株）

家族の会より体験談発表
 工藤 祥子 氏（神奈川過労死等を考える家族の会  代表）

Webからの申し込み：下記ホームページをご覧いただき、申し込みをお願いいたします。

https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo

（お問い合わせ先）  株式会社プロセスユニーク  電話：03-6264-6433  E-mail：karoushiboushisympo@p-unique.co.jp

過労死等防止対策推進シンポジウムを開催します。会場千葉

ホテルプラザ菜の花


